
対象者 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業・個人事業主

相談員 社会保険労務士、中小企業診断士、税理士、司法書士、弁護士

相談内容
新型コロナウイルスの影響による資金繰りや労務管理などの経営課題
制度融資や給付金など利用可能な支援制度に関する説明や手続き など

相談時間
中小企業診断士／社会保険労務士…２時間/回 ※各回１時間単位で２時間まで延長可

税理士／司法書士…１時間/回 ※各回１時間の延長可

弁護士…４０分/回

相談料 無料（１事業者あたり４回かつ合計８時間以内）

相談場所
原則、ご自宅または事業所へ伺います。（状況により遠隔会議システム等を活用）
※弁護士は、倉敷法律相談センター(倉敷市阿知1-7-2 倉敷駅西ビル８階)での相談となります。

申込み
市内の商工会議所・商工会に設けた専門窓口で事前相談の上、申込。
※経営相談申請書は下記からダウンロードできます。
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/5904.htm

倉敷市内の中小企業・小規模事業者向け

新型コロナウイルスに関する

経営相談について
助成金申請書の書き
方を指導してほしい

とにかく資金
繰りが厳しい

自社に合った
支援制度は？

納税猶予の手続
きを知りたい

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、中小企業・小規模事業者の皆さまが現在抱えて
いる経営課題（資金繰り、雇用など）に対して、専門の相談員を派遣し、課題解決に向け
た支援を行います。相談員派遣は、当該年度内に４回（合計８時間）まで無料で相談する
ことができます。もちろん秘密厳守ですので、お気軽にご活用ください。

倉敷市では当面5月末までの間、土・日・祝日の経営相談窓口を開設しています。
あわせてお気軽にご活用ください。

9時から16時 倉敷市役所本庁舎１階展示ホール

市職員・専門家（中小企業診断士・経営ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）※専門家相談は要事前予約

時間 場所

時間

＜問い合わせ＞ 倉敷市商工課 Tel:086-426-3405 / Fax:086-421-0121

５月1日開始

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/5904.htm


倉敷市商工労働部商工課　宛て
【mail】cmind@city.kurashiki.okayama.jp 年 月 日
【fax】086-421-0121

※以下は，相談内容を具体的に記載してください

※窓口機関（商工会議所・商工会）で相談内容を確認・整理した上で、派遣する相談員のマッチングを行います。


※対応する相談員が見つからない場合は、岡山県よろず支援拠点にお繋ぎします。

【窓口機関記入欄】

相談員名

受付窓口

第１希望日 月 第２希望日

派遣日時

派遣依頼先機関

受付日 受付者

希 望 す る 相 談 員

＠

相 談 希 望 日

相 談 内 容

事 業 所 の 所 在 地

代 表 者 名

代 表 者 住 所

従 業 員 数

TEL FAX

連 絡 先

事 業 所 名

E-mail

新型コロナウイルスに関する経営相談申込書

業 種 人

令和

日

※相談したい内容に近いものを☑してください。

月 日

中小企業診断士 税理士 社会保険労務士 司法書士

弁護士 分からない

資金繰り・資金調達

雇用調整助成金の申請

新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請融資制度の活用（既往債務の借換等も含む）

国税・地方税の納税猶予手続き

学校等休業助成金の申請

国や自治体の各種支援策の活用

コロナ影響下における経営戦略の見直し

働き方改革推進支援助成金の申請 新型コロナウイルス対策にかかる労務管理

個人事業主の支援制度活用にかかる売上等帳票整備 事業承継（登記事項に関すること）

その他（ ）

事業承継や廃業等に伴う税関係の手続き

事業活動に伴う法律上の問題全般

小規模事業者の債務整理・売掛金回収


